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令和5年7月25日

　伊達市では、ご遺族の負担を少しでも減らすことができるよう、令和４年８月より

「おくやみコーナー」を設置していますが、今回、死亡届出後に必要となる手続きを

まとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。市役所内外での主な手続きを掲

載しています。

おくやみハンドブックを発行

問合せ
市民生活部市民課

電話　024-575-0205

８月より配布（伊達市ホームページからも閲覧できます）

・　市民課（市役所中央棟１階）

　おくやみハンドブックは、ハンドブック制作事業者と協働のもと、

協賛企業等の協力により作成しています。

お亡くなりになられた方のご遺族等

・　手続きチェックリスト

・　各種手続き

・　市役所外での主な手続き

・　相続について

　※　死亡届時に配布します。葬儀社や代理の方が来庁された場合は、

　　その方にお渡しします。

・　各総合支所市民福祉係


